
労働関係法令の立法や改正が相次ぐ一方で、労働者の権利意識の高揚などにより個別労働紛争が増カロするなど、人

事労務管理に携わる者のみならず職場の管理者にとつて、様々なトラブルの未然防止のために、労働法務の基礎矢□識と

留意点の習得・活用は必須不可欠となつております。

このため、トラブルの未然防止と早期かつ適切な解決のため、企業の経営者、経営幹部はもとより、総務・人事・労務担

当者や企業を指導する社会保険労務士の方々など多数の方にこ参力]いただきたくこ案内申し上げます。

■ 開催予定 (場所 I高松商工会議所501会議室 13:30～ 16:00)

第1回例会 5月 25日 (1金 )

【女性が活躍しやすい職場の

ための法知識】

・均等法、育介法のポイント(改正部分を中心に)

・セクハラ・マタハラ等の裁判例・事例、実務対応など

アンダニソン:毛利 ,友常法律事務所

弁護士 今 津 幸 子 氏

平成3年慶応義塾大学法学部法律学科卒、同
5年司法試験合格、同8年弁護士登録と同時にア
ンダーソン毛利(現アンダーソン毛利友常)法律

事務所入所、同17年 同事務所パートナー就任、

現在に至る。

法廷活動、各種団体における講演や人事労務間

題に関する社内研修、執筆活動にカロえ、平成19
年から同22年まで慶応義塾大学法科大学院准教

授を務めるなど幅広く活躍されている。

現在、経営法曹会議幹事。

【著書】
「日本ビジネス法実務J「現代労務管理要覧」
「要件事実体系 一般民事編(労働法分野)Jなど

第2回例会 7月 9日 (月 )

【採用から退職までのトラブル

事例と予防策】

・求人票を異なる労働条件での採用

・労働条件の不利益変更 など

野口&バートナ=ズ法律事務所

弁護士 野 E  大 氏

平成2年 司法試験合格、同3年京都大学法学

部卒、同5年 弁護士登録、同14年 ニューヨーク

州コーネル大学□―スクール卒、同15年 ニュー

ヨーク州弁護士登録、平成24年 9月 野□&
八―トナーズ法律事務所開設。

企業法務 人事労務に強い弁護士として全国的

に著名であり、労lll裁 判や労基署調査、団体交渉

等を専ら会社根」経営側の立場で数多く手・JAけて

いる。

【著書l

「労務管理における労lel法 上のグレーソーンと

その対応J(日 本法令)など

第3回例会 8月 10日 (1金 )

【病気・障害(メンタルヘルス不調を含む)を

有する社員に関する労務管理上の諸問題l

・メンタルヘルス不調者の雇用と障害者雇用促進法における留意点
・メンタルヘルス不調者の休職.復職対応における留意点 なと

第一英蓉法律事務所  ‐  |
弁護士 小鍛冶 広 道 氏

平成8年早稲田大学法学部卒業、平成10年
弁護士登録。第一芙蓉法律事務所入所。
企業倶」の人事 労務問題を中心に弁護士業務

に従事している。

【著書】
「労lll紛 争はなぜ今、急増しているのか」
「障害者に対する「差別禁止J「合理的配慮J対応総
まとめJ

「Q&A改正障害者雇用促進法を巡る実務ポイント」
「実行計画」決定1働き方改革の社内検討を急げ」など

第4回例会 9月 7日 (金 )

【問題社員への対応】

・能力不足者等の雇止めのリスクと対応
・私生活不良者への対応 など

竹林・畑・中川・福島法律事務所

弁護士 竹林
‐
竜太郎 氏

平成4年 京都大学法学部卒、6年 司法試験合

格、9年 弁護士登録、同年 竹林法律事務所入所

現在に至る。

法廷活動、労働委員会への出席、各種団体に

おける講演、執筆活動にカロえ、16年から京都産

業大学法科大学院講師を歴任し、20年からは京

都大学法科大学院の講師に就任されるなど幅広

く活PIIさ れている。

【著書】
「改正労働法と実務対応の実際J

除業のための労働契約の法律相談」
「労働審半J=紛争類型モデルJ など

第5回例会 10月 12日 (金 )

【副業・兼業の推進の動向と

その対応】
・副業に関する現行法の規定や裁判例

・副業に関する働き方改革の動き など

弁護士法人 淀屋橋・山上合同

弁護士 渡 邊  徹 氏

平成9年 京都大学法学部卒、11年 弁護士登

録、同年淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人

淀屋橋 山上合同)入 所、15年 弁護士法人淀屋

橋 山上合同パートナー就任現在に至る。

労働事件 人事労務相談(使用者lal)を 中心に、

法廷活動、講演、執筆活動など幅広く活躍されて

しヽる。

〔著書】
「企業のための労働契約の法律相談」
「Q&A会社トラ功レ解決の手引J

「労働審判の実務」(いずれも共著)など

セミナーの申込方法は

裏面をご覧ください。

(注 )講演内容は、法令改正の動向等を踏まえ若干変更する場合があります。
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下記「参力□申込書」に所要事項をこ記入のうえ、

へFAXにてお申込みください。

当協会

(受付は、会費入金により完了とさせていただきます)

原則として参力日ができない場合、会費の返却はいたしか

ねますので 代理の方のこ参力0をお願いいたします。

お手数ですが、下記□座宛に会費をお振込み下さるよ

うお願いします。お振込みの場合、振込控をもつて領

収証に代えさせていただきます。なお、恐れ入ります

が、振込手数料は貴社0団体にてこ負担をお願いいた

します。

香川県経営者協会

「 平成3晦度 労 働 法 ビ ジ ネ ス セ ミナ ー 」係

〒760-0017高松市番町2丁 目2番 2号 (高松商工会議所会館5階 )

TEL(087)821-4691 FAX(087)825-9274

会 場 案 内
会費・振込先

〈会 費〉 ※会費は5回分の費用

● JR高松駅より徒歩で約10分 、車で約5分

●高松中央ICよ り車で約20分

●高松西I.Cよ り車で約20分

―――≫<ト ーーーーーーーーーー〈キリ十1ナ瀬計× 一――一一―一―一―X― ――‐

1名 につき
(資料代等を含む)

29,900円 36,000円

※「会員」とは、香川県経営者協会会員、H29年度労働法ビジネスセミナー

受講者および香川県社会保険労務士会会員をいう

〈振込先〉

香りII県経営者協会行き

FAX:(087)825‐ 9274

会社・団体名

「平成30年度労働法ビジネスセミナー」参カロ申込書

所在地 〒

個人情報の取扱いについて

(1)参加お申込みによりこ提示いただきました個人情報は、

本研究会に関わるこ連絡、参加者名簿の作成など運営上

の管理ならびに当協会が主催・実施する各種事業におけ

るサービスのこ提供や事業のこ案内のために利用させて

いただきます。

(2)本バンフレット記載事項の無断転載をおLAllり いたします。

1233480  1   3503823口 座 (普 通 )

香川県経営者協会名義 (共 通)

中込責任者 (所属・役職) 氏  名

TEL ( Eメ ール (ア ドレス )

FAX (

日振込予定)(※ )参加者が多い場合は本申込書をコピーしてご利用下さい

・ 請 求 書 (要


